
受付
うけつけ

時期
じ き

経路
け い ろ

相談者
そうだんしゃ 障

しょう

がい

種別
しゅべつ 場面

ばめん

相談
そうだん

要旨
よ う し

1
平成
へいせい

31年
ねん

3月
がつ

～
来庁
らいちょう

本人
ほんにん 精神

せいしん

障
しょう

がい

行政
ぎょうせい

サービス

区
く

が関
かか

わっている連
れ

絡
んらく

会
かい

主催
しゅさい

のセミナー

に参加
さんか

したかった

が、「対象
たいしょう

は精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

の就労
しゅうろう

に関
かか

わ

る機関
きかん

であり、精神
せいしん

障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

は参加
さんか

できない。」と断
ことわ

られ

た。セミナーへの参
さん

加
か

を断
ことわ

ることは、不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いでは

ないか。

この連絡会
れんらくかい

は、東京
とうきょ

都
うと

が事業者
じぎょうしゃ

に委託
いたく

し

ているものであり、参
さん

加
か

の可否
かひ

について区
く

では判断
はんだん

できる立場
たちば

でないことを相談者
そうだんしゃ

に説明
せつめい

した。

2
令
れい

和
わ

元年
がんねん

4月
がつ 来庁

らいちょう

本人
ほんにん 肢体

したい

不自由
ふじゆう

行政
ぎょうせい

サービス

選挙
せんきょ

当日
とうじつ

に指定
してい

され

た投票
とうひょう

所
じょ

のスロープ

が急
きゅう

なので、出入口
でいりぐち

に職員
しょくいん

を配置
はいち

してほ

しい。

選挙
せんきょ

当日
とうじつ

の投票
とうひょう

所
じょ

で

は、出入口
でいりぐち

付近
ふきん

に警
け

備員
いびいん

や職員
しょくいん

が配置
はいち

さ

れており、申出
もうしで

により

対応
たいおう

する旨
むね

を伝
つた

え

た。

指摘
してき

のあった投票
とうひょう

所
じょ

のスロープ設置
せっち

状況
じょうきょう

の現地
げんち

確認
かくにん

を実施
じっし

し

た。なお、各投票
かくとうひょう

所
じょ

に設置
せっち

しているス

ロープについては、

投票日
とうひょうび

前日
ぜんじつ

に設置
せっち

す

る際
さい

、状況
じょうきょう

を確認
かくにん

し、

不具合
ふぐあい

があれば修繕
しゅうぜ

等
んとう

の対応
たいおう

を行
おこな

ってい

る。

障
しょう

害
が い

者
し ゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょ う

法
ほ う

に係
かかわ

る相談
そ う だ ん

内容
な い よ う

一覧
い ち ら ん

（令
れ い

和
わ

元年
が ん ね ん

度
ど

上半期
か み は ん き

分
ぶ ん

）

整理
せ い り

番号
ばんごう

相談
そうだん

内容
ないよう

対応
たいおう

概要
がいよう

備考
び こ う

    しりょう 

資料２ 
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概要
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3
令
れい

和
わ

元年
がんねん

5月
がつ 電話

でんわ

本人
ほんにん 精神

せいしん

障
しょう

がい

その他
た

（警察
けいさつ

）

警察
けいさつ

に相談
そうだん

に行
い

った

が、精神
せいしん

疾患
しっかん

がある

からという偏見
へんけん

で対
た

応
いおう

してもらえなかっ

た。障
しょう

がいがあること

を理由
りゆう

に相談
そうだん

に対応
たいおう

しないことは障
しょう

がい

者
しゃ

差別
さべつ

だと感
かん

じる。ど

こに相談
そうだん

したらいい

のか。

警察官
けいさつかん

による差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いについては、

原則
げんそく

、その人事
じんじ

担当
たんとう

において対応
たいおう

するこ

とになる旨
むね

を説明
せつめい

し

た。

相談
そうだん

内容
ないよう

を聴取
ちょうしゅ

し、

その他
ほか

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

と

して、「警視庁
けいしちょう

総合
そうごう

相
そう

談
だん

センター」及
およ

び「女
じょ

性
せい

の人権
じんけん

ホットライ

ン」を案内
あんない

した。

4
令
れい

和
わ

元年
がんねん

5月
がつ

～
電話
でんわ

本人
ほんにん

難聴
なんちょう 行政

ぎょうせい

サービス

区
く

の職員
しょくいん

との電話
でんわ

が

聞
き

き取
と

りにくいため、

ＦＡＸでの回答
かいとう

を求
もと

め

たが無視
むし

された。障
しょ

害者
うがいしゃ

差別
さべつ

解消
かいしょう

法
ほう

の

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

について

理解
りかい

していないよう

だが、職員
しょくいん

に研修
けんしゅう

を

行
おこな

っていないのか。

毎年
まいとし

、区
く

の職員
しょくいん

を対
た

象
いしょう

とした障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消
かいしょう

法
ほう

に係
かか

る研修
けんしゅう

を

行
おこな

っていることを説明
せつめい

した。

ＦＡＸでの回答
かいとう

は、翌
よく

日
じつ

に送付
そうふ

されてい

る。

5
令
れい

和
わ

元年
がんねん

5月
がつ

～

電話
でんわ

・

来庁
らいちょう

本人
ほんにん 精神

せいしん

障
しょう

がい
不動産
ふどうさん

不動産
ふどうさん

業者
ぎょうしゃ

から「障
しょう

がい者
しゃ

・高齢者
こうれいしゃ

・生活
せいかつ

保護
ほご

受給者
じゅきゅうしゃ

が借
か

りら

れる家
いえ

はない。」と言
い

われた。障
しょう

がいがあ

ることを理由
りゆう

に断
ことわ

る

のは障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解
か

消
いしょう

法
ほう

に違反
いはん

している

のではないか。

不動産
ふどうさん

業者
ぎょうしゃ

に相談
そうだん

内
な

容
いよう

を伝
つた

え、状況
じょうきょう

を確
かく

認
にん

した。また、法
ほう

の趣
しゅ

旨
し

等
とう

を説明
せつめい

した。

不動産
ふどうさん

業者
ぎょうしゃ

へ状況
じょうきょう

を

確認
かくにん

したところ、実際
じっさい

に差別的
さべつてき

な発言
はつげん

が

あったのかまでは確
かく

認
にん

ができなかった。
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受付
うけつけ

時期
じ き

経路
け い ろ

相談者
そうだんしゃ 障

しょう

がい

種別
しゅべつ 場面

ばめん

相談
そうだん

要旨
よ う し

整理
せ い り

番号
ばんごう

相談
そうだん

内容
ないよう

対応
たいおう

概要
がいよう

備考
び こ う

6
令
れい

和
わ

元年
がんねん

5月
がつ 電話

でんわ

その他
た

（プー

ル事業
じぎょう

所
しょ

）

肢体
したい

不自由
ふじゆう

行政
ぎょうせい

サービス

福祉
ふくし

タクシーで車椅
くるまい

子
す

利用者
りようしゃ

がプールに

来場
らいじょう

したため、タク

シーの降車
こうしゃ

後
ご

、プー

ルサイドへの移動
いどう

・

プールへ入出
にゅうしゅつ

する際
さい

の介助
かいじょ

を行
おこな

ったが、

男性
だんせい

職員
しょくいん

が複数
ふくすう

名
めい

で

ないと介助
かいじょ

は不可能
ふかのう

な状況
じょうきょう

であった。

今後
こんご

、職員
しょくいん

が別
べつ

の対
た

応等
いおうなど

で介助
かいじょ

に十分
じゅうぶん

な

職員
しょくいん

を手配
てはい

できない

場合
ばあい

、事故
じこ

が起
お

こる

のではないかと心配
しんぱい

している。安全
あんぜん

にご

利用
りよう

いただくために、

何
なに

か対策
たいさく

できない

か。

介助
かいじょ

を全面的
ぜんめんてき

に断
ことわ

る

のではなく、事前
じぜん

に

来場
らいじょう

する日程
にってい

をご連
れ

絡
んらく

いただく等
など

、建設
けんせ

的
つてき

対話
たいわ

によって代替
だいた

案
いあん

を見
み

つけていくよう

説明
せつめい

した。

7
令
れい

和
わ

元年
がんねん

6月
がつ

～

電話
でんわ

・

来庁
らいちょう

その他
た

本人
ほんにん

難聴
なんちょう 行政

ぎょうせい

サービス

電話
でんわ

が聞
き

き取
と

りにく

いため、回答
かいとう

をＦＡＸ

で二日
ふつか

以内
いない

にいただ

きたいと求
もと

めたとこ

ろ、「期限
きげん

については

お約束
やくそく

できない。時
じか

間
ん

をかけて正確
せいかく

な書
しょ

面
めん

を作成
さくせい

するのも合
ごう

理的
りてき

配慮
はいりょ

と考
かんが

える。」

と言
い

われた。不適切
ふてきせつ

な発言
はつげん

であるため、

指導
しどう

してほしい。

区
く

職員
しょくいん

に状況
じょうきょう

を聞
き

き

取
と

り、法
ほう

の趣旨
しゅし

等
とう

を

説明
せつめい

した。

また、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は

個別
こべつ

の状況
じょうきょう

によって

異
こと

なってくるため、建
け

設的
んせつてき

な対話
たいわ

を通
つう

じ、

模索
もさく

していくものであ

ることを確認
かくにん

した。
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概要
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8
令
れい

和
わ

元年
がんねん

6月
がつ

～
来庁
らいちょう

本人
ほんにん

難聴
なんちょう 行政

ぎょうせい

サービス

電話
でんわ

をした際
さい

、対応
たいおう

した職員
しょくいん

が障害
しょうがい

者
しゃ

差
さべ

別
つ

解消
かいしょう

法
ほう

（合理的
ごうりてき

配
は

慮
いりょ

）を全
まった

く理解
りかい

してい

なかった。

至急
しきゅう

、職員
しょくいん

を教育
きょういく

し

てほしい。

区
く

職員
しょくいん

に状況
じょうきょう

を聞
き

き

取
と

った。対応
たいおう

要領
ようりょう

に

より区
く

職員
しょくいん

は対応
たいおう

し

ている。建設
けんせつ

的
てき

な対
た

話
いわ

を通
つう

じ、障
しょう

がいの

ある人
ひと

もない人
ひと

も共
きょ

生
うせい

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

を

目指
めざ

していくことを確
かく

認
にん

した。

9
令
れい

和
わ

元年
がんねん

6月
がつ 電話

でんわ

その他
た

不明
ふめい 雇用

こよう

就業
しゅうぎょう

事件
じけん

の容疑者
ようぎしゃ

の勤
きん

務
む

先
さき

がマスコミ取材
しゅざい

で障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

である

と答
こた

え報道
ほうどう

されてい

た。このような報道
ほうどう

は、障
しょう

がい者
しゃ

だから

犯罪
はんざい

を犯
おか

したという

偏見
へんけん

に繋
つな

がってしま

う。勤務先
きんむさき

に対
たい

して

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

であるこ

とを言
い

わないように

指導
しどう

してほしい。

雇用
こよう

していた会社
かいしゃ

に

相談
そうだん

内容
ないよう

を伝
つた

え、状
じょ

況
うきょう

を確認
かくにん

した。法
ほう

の

趣旨
しゅし

等
とう

を説明
せつめい

した。

会社
かいしゃ

からは、「マスコ

ミ取材
しゅざい

で何度
なんど

も質問
しつもん

されて答
こた

えてしまっ

た。今後
こんご

はこのような

ことがないようにす

る。」との回答
かいとう

があっ

た。
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受付
うけつけ

時期
じ き

経路
け い ろ

相談者
そうだんしゃ 障

しょう

がい

種別
しゅべつ 場面

ばめん

相談
そうだん

要旨
よ う し

整理
せ い り

番号
ばんごう

相談
そうだん

内容
ないよう

対応
たいおう

概要
がいよう

備考
び こ う

10
令
れい

和
わ

元年
がんねん

7月
がつ 電話

でんわ

本人
ほんにん

難聴
なんちょう 行政

ぎょうせい

サービス

自分
じぶん

が区
く

の施設
しせつ

で区
くみ

民
ん

に注意
ちゅうい

をしたとこ

ろ、職員
しょくいん

から「大
おお

きな

声
こえ

を出
だ

さないでくださ

い」と遮
さえぎ

られ、不快
ふかい

な

思
おも

いをした。

自分
じぶん

は難聴
なんちょう

であり、

意図
いと

せず声
こえ

が大
おお

きく

なってしまうことがあ

る。職員
しょくいん

の行為
こうい

は障
しょ

がい者
う　　　しゃ

への合理的
ごうりてき

配
は

慮
いりょ

を欠
か

いた行為
こうい

なの

で是正
ぜせい

してほしい。

区
く

職員
しょくいん

に状況
じょうきょう

を聞
き

き

取
と

った。対応
たいおう

要領
ようりょう

に

より区
く

職員
しょくいん

は対応
たいおう

し

ている。建設
けんせつ

的
てき

な対
た

話
いわ

を通
つう

じ、障
しょう

がいの

ある人
ひと

もない人
ひと

も共
きょ

生
うせい

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

を

目指
めざ

していくことを確
かく

認
にん

した。

11
令
れい

和
わ

元年
がんねん

7月
がつ 電話

でんわ

その他
た

（郵便
ゆうびん

局
きょく

）

精神
せいしん

障
しょう

がい

その他
た

（郵便局
ゆうびんきょく

）

精神
せいしん

障
しょう

がいのある方
かた

からヘルプカードの

提示
ていじ

がされ、「順番
じゅんばん

を

優先
ゆうせん

してほしい」と申
もう

し出
で

があった。他
ほか

に

待
ま

っているお客
きゃく

さん

もいたので優先
ゆうせん

する

ことはできないと説明
せつめい

したが理解
りかい

を得
え

られ

なかった。

その後
ご

、東京都
とうきょうと

から

「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

に欠
か

け

る対応
たいおう

である。」と指
しど

導
う

があった。

どのように対応
たいおう

すれ

ばよかったのか教
おし

え

てほしい。

今後
こんご

の対応
たいおう

として、

他
ほか

に並
なら

んでいるお客
きゃく

さんの同意
どうい

が得
え

られ

るかどうか確認
かくにん

する

こと、他
ほか

のお客
きゃく

さんの

同意
どうい

が得
え

られないよ

うであれば、優先
ゆうせん

す

ることは難
むずか

しいことを

伝
つた

えつつ、代替案
だいたいあん

を

建設的
けんせつてき

対話
たいわ

によって

見
み

つけていくよう説明
せつめい

した。

東京都
とうきょうと

に相談
そうだん

のあっ

た内容
ないよう

を確認
かくにん

したと

ころ、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

は体調
たいちょう

がすぐれな

かったため配慮
はいりょ

を求
もと

めたとのことだった。
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受付
うけつけ

時期
じ き

経路
け い ろ

相談者
そうだんしゃ 障

しょう

がい

種別
しゅべつ 場面

ばめん

相談
そうだん

要旨
よ う し

整理
せ い り

番号
ばんごう

相談
そうだん

内容
ないよう

対応
たいおう

概要
がいよう

備考
び こ う

12
令
れい

和
わ

元年
がんねん

7月
がつ

～
電話
でんわ

その他
た

（元
もと

タク

シー会
か

社
いしゃ

勤
きん

務
む

）

肢体
したい

不自由
ふじゆう

その他
た

（法
ほう

への

提言
ていげん

）

車椅子
くるまいす

利用者
りようしゃ

をタク

シーに乗
の

せることは、

車椅子
くるまいす

の破損
はそん

など

様々
さまざま

なリスクがある

が、タクシー運転手
うんてんしゅ

には何
なに

も保障
ほしょう

されな

い。

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を

求
もと

めるのであれば、

保障
ほしょう

制度
せいど

を作
つく

るべき

ではないか。

法
ほう

の趣旨
しゅし

等
とう

を説明
せつめい

し

た。

ご意見
いけん

については東
とう

京都
きょうと

とも情報
じょうほう

共有
きょうゆう

す

ると伝
つた

えた。

13
令
れい

和
わ

元年
がんねん

7月
がつ 電話

でんわ

本人
ほんにん 視覚

しかく

障
しょう

がい

行政
ぎょうせい

サービス

視覚
しかく

障
しょう

がいがあるた

め、施設
しせつ

等
とう

の案内
あんない

地
ちず

図を見
み

ることができな

い。触
しょく

地図
ちず

を作成
さくせい

し

たいので、施設
しせつ

等
とう

の

案内
あんない

図
ず

データを提供
ていきょう

してほしいと頼
たの

んだ

が断
ことわ

られた。

データを提供
ていきょう

しない

ことは障
しょう

がい者
しゃ

差別
さべつ

ではないか。

施設
しせつ

等
とう

の案内
あんない

地図
ちず

は版権
はんけん

の関係上
かんけいじょう

、

データ提供
ていきょう

すること

はできないことを説
せ

明
つめい

した。

施設
しせつ

等
とう

の写真
しゃしん

を撮影
さつえい

し、提供
ていきょう

した。
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受付
うけつけ

時期
じ き

経路
け い ろ

相談者
そうだんしゃ 障

しょう

がい

種別
しゅべつ 場面

ばめん

相談
そうだん

要旨
よ う し

整理
せ い り

番号
ばんごう

相談
そうだん

内容
ないよう

対応
たいおう

概要
がいよう

備考
び こ う

14
令
れい

和
わ

元年
がんねん

8月
がつ 来庁

らいちょう

家族
かぞく

不明
ふめい

学校
がっこう

・

教育
きょういく

教員
きょういん

が、運動
うんどう

が難
むずか

し

い自分
じぶん

の子
こ

どもに対
たい

して、体育
たいいく

の授業
じゅぎょう

で

一律
いちりつ

に他
ほか

の児童
じどう

と同
おな

じことを強
し

いるなど、

子
こ

どもの状態
じょうたい

を理解
りかい

せずに指導
しどう

にあたっ

ているように感
かん

じる。

また、支援
しえん

員
いん

の配置
はいち

を求
もと

めているが「でき

ない」の一
いっ

点
てん

張
ば

りで、

十分
じゅうぶん

な説明
せつめい

もされな

い。

教員
きょういん

に対
たい

し、自
みずか

ら、法
ほう

の趣旨
しゅし

等
とう

を説明
せつめい

し、

誠意
せいい

ある対応
たいおう

を求
もと

め

たい。

自
みずか

ら教員
きょういん

に法
ほう

の趣旨
しゅし

等
とう

を説明
せつめい

したいとの

ことだったので、その

説明
せつめい

用
よう

のツールとし

て、区
く

で作成
さくせい

している

啓発用
けいはつよう

パンフレットを

渡
わた

した。

15
令
れい

和
わ

元年
がんねん

9月
がつ 電話

でんわ

本人
ほんにん 肢体

したい

不自由
ふじゆう

行政
ぎょうせい

サービス

区
く

の施設
しせつ

で、自分
じぶん

が

停
と

めた場所
ばしょ

に自転車
じてんしゃ

がなかったので職員
しょくいん

に聞
き

いたが「わから

ない」と上
うえ

から目線
めせん

の

口調
くちょう

で言
い

われた。

施設
しせつ

の所管
しょかん

部署
ぶしょ

に相
そう

談
だん

内容
ないよう

を伝
つた

え、状況
じょうきょう

を確認
かくにん

した。

他
ほか

の施設
しせつ

にも障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消
かいしょう

法
ほう

パンフ

レットを配布
はいふ

し、更
さら

な

る周知
しゅうち

啓発
けいはつ

を図
はか

っ

た。

施設
しせつ

の職員
しょくいん

に確認
かくにん

を

したところ、「停車
ていしゃ

で

きない区画
くかく

に停
と

めて

あった自転車
じてんしゃ

を移動
いどう

させたので、他人
たにん

の

ものと取
と

り違
ちが

いのな

いよう確認
かくにん

をお願
ねが

い

したが聞
き

き入
い

れられ

なかった」とのことで

あった。双方
そうほう

の主張
しゅちょう

が食
く

い違
ちが

っており、

実際
じっさい

にどのようなや

り取
と

りがされたのか

詳細
しょうさい

までは確認
かくにん

がで

きなかった。
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受付
うけつけ

時期
じ き

経路
け い ろ

相談者
そうだんしゃ 障

しょう

がい

種別
しゅべつ 場面

ばめん

相談
そうだん

要旨
よ う し

整理
せ い り

番号
ばんごう

相談
そうだん

内容
ないよう

対応
たいおう

概要
がいよう

備考
び こ う

16
令
れい

和
わ

元年
がんねん

9月
がつ 電話

でんわ

本人
ほんにん 精神

せいしん

障
しょう

がい
福祉
ふくし

相談
そうだん

支援
しえん

事業所
じぎょうしょ

の

電話
でんわ

対応
たいおう

が障
しょう

がい者
しゃ

への差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いと

感
かん

じる。

電話
でんわ

している時
とき

に返
へ

事
んじ

がなく無視
むし

をされ

る。

同
おな

じ案件
あんけん

で相談
そうだん

する

ときでも、そのとき電
で

話
んわ

を取
と

った人
ひと

が対応
たいおう

するという体制
たいせい

に疑
ぎも

問
ん

を感
かん

じる。

相談
そうだん

支援
しえん

事業所
じぎょうしょ

に相
そう

談
だん

内容
ないよう

を伝
つた

え、状況
じょうきょう

を確認
かくにん

した。事業所
じぎょうしょ

側
がわ

が本人
ほんにん

に落
お

ち着
つ

い

てもらえるように傾聴
けいちょう

に徹
てっ

していたところ、

本人
ほんにん

は無視
むし

されてい

るように感
かん

じてしまっ

たことが確認
かくにん

できた。

その後
ご

、相談者
そうだんしゃ

に電
で

話
んわ

をするも繋
つな

がらな

かった。

17
令
れい

和
わ

元年
がんねん

9月
がつ

～
電話
でんわ

本人
ほんにん 精神

せいしん

障
しょう

がい
不動産
ふどうさん

賃貸借
ちんたいしゃく

契約
けいやく

の更新
こうしん

手続
てつづ

きの時
とき

に「緊急
きんきゅう

連絡先
れんらくさき

を見
み

つけてこ

ないと退去
たいきょ

してもら

う」と言
い

われた。

精神
せいしん

障
しょう

がいがあるこ

とを不動産
ふどうさん

業者
ぎょうしゃ

には

伝
つた

えていないが、障
しょう

がい者
しゃ

だと思
おも

ってい

ると思
おも

う。

障
しょう

がいを理由
りゆう

に退去
たいきょ

を強要
きょうよう

することは障
しょ

害者
うがいしゃ

差別
さべつ

解消
かいしょう

法
ほう

違
い

反
はん

ではないか。

不動産
ふどうさん

業者
ぎょうしゃ

に相談
そうだん

内
な

容
いよう

を伝
つた

え、状況
じょうきょう

を確
かく

認
にん

した。法
ほう

の趣旨
しゅし

等
とう

を説明
せつめい

した。

不動産
ふどうさん

業者
ぎょうしゃ

へ状況
じょうきょう

を

確認
かくにん

したところ、退去
たいきょ

を強要
きょうよう

することは無
な

いとのことであった。

18
令
れい

和
わ

元年
がんねん

9月
がつ 来庁

らいちょう

本人
ほんにん

精神
せいしん

障
しょう

がい

・

発達
はったつ

障
しょう

がい

・

高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障
しょう

がい

雇用
こよう

就業
しゅうぎょう

アルバイト先
さき

に精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほけん

福祉
ふくし

手
てちょ

帳
う

を取得
しゅとく

したことを

伝
つた

えたところ「精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

だと分
わ

かって

いればアルバイトとし

て雇
やと

わなかった」と言
い

われた。

雇用
こよう

分野
ぶんや

における相
そう

談
だん

窓口
まどぐち

としてハロー

ワークを案内
あんない

した。
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受付
うけつけ

時期
じ き

経路
け い ろ

相談者
そうだんしゃ 障

しょう

がい

種別
しゅべつ 場面

ばめん

相談
そうだん

要旨
よ う し

整理
せ い り

番号
ばんごう

相談
そうだん

内容
ないよう

対応
たいおう

概要
がいよう

備考
び こ う

19
令
れい

和
わ

元年
がんねん

9月
がつ 電話

でんわ

家族
かぞく

不明
ふめい

学校
がっこう

・

教育
きょういく

子
こ

どもが支援
しえん

学級
がっきゅう

の

担任
たんにん

から「字
じ

が汚
きたな

い

から宿題
しゅくだい

をやり直
なお

し

てくるように」など差
さべ

別的
つてき

な発言
はつげん

を受
う

け

た。

担任
たんにん

に何度
なんど

もそのよ

うな発言
はつげん

をしないでも

らいたいと伝
つた

えたが

「子どもの将来のた

めに指導している」と

の主張で状況
じょうきょう

が変
か

わ

らない。

教育
きょういく

委員会
いいんかい

に相談
そうだん

内
な

容
いよう

を伝
つた

え、状況
じょうきょう

を確
かく

認
にん

した。担任
たんにん

には、

学校長
がっこうちょう

を通
つう

じて指導
しどう

した。

学校
がっこう

からは、「宿題
しゅくだい

を

受
う

け取
と

れないと返却
へんきゃく

したのは事実
じじつ

であ

る。ただ、本人
ほんにん

の能
のう

力
りょく

であればもっとで

きるという考
かんが

えがあ

り、十分
じゅうぶん

な期間
きかん

を設
もう

けて再提出
さいていしゅつ

をお願
ねが

い

した。心情
しんじょう

に考慮
こうりょ

し

た適切
てきせつ

な対応
たいおう

をして

いく。」との回答
かいとう

が

あった。

※相談
そうだん

者
しゃ

から「障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

である」との申出
もうしで

があった内容
ないよう

を掲載
けいさい

しています。

※雇用
こ よ う

分野
ぶ ん や

については、「障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進
そくしん

法
ほう

」に規定
き て い

されています。
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